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高齢者・障がい者施設における新型コロナウイルス感染症第３波「年末年始」 

集中緊急対策としての「通所サービスへの対策強化」について（依頼） 

 

 

平素より、県の福祉施策の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、県内では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いており、１１月以降に福祉施設内感

染として５件のクラスターが発生し、またクラスターに至らない施設内感染事例も相次いで発生して

いるところです。 

そのため、現在「新型コロナウイルス感染症第３波『年末年始』集中緊急対策」（１２月１４日付け

岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部）に基づき、高感染リスクが多い年末年始の集中対策にお

ける対象を絞った対策として、福祉施設内感染対策の強化を図ることとしております。 

その対策の一つとして、実際の感染発生状況等を踏まえ、「通所サービスへの対策強化」に重点的に

取り組む必要があると考えております。 

つきましては、通所系の高齢者・障がい者福祉サービス事業所におかれましては、下記により対策

の強化に取り組んでいただけますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 通所サービス用の見直し後「チェックリスト」による感染防止対策の再徹底について 

 【依頼事項等】 

 ・これまでにも、厚生労働省通知を踏まえて岐阜県にて作成した「社会福祉施設等における新型コ

ロナウイルス感染・まん延防止チェックリスト（以下「感染・まん延防止チェックリスト」とい

う。）」を各事業所あて配布し、通所サービスにおいて日常的な点検に活用いただいておりますが、

「通所サービス用のチェックリスト」を県にて新たに作成しました。 

・当該チェックリストは、従前の「感染・まん延防止チェックリスト」の内容を包含するとともに、

「感染症対策専門家からの感染防止対策強化に向けた緊急メッセージについて」（令和２年１２

月６日付け高第８７８号、障第１００４号岐阜県健康福祉部高齢福祉課長、障害福祉課長通知）

により通知した福祉施設内感染対策に関する緊急メッセージや、県にて１２月８日に開催しまし

た「岐阜県高齢者・障がい者施設の新型コロナウイルス感染症対策に関する意見交換会」におい

て福祉施設、医療機関及び感染症対策専門家の方々からいただいた感染対策に関するご意見やご

指摘等を反映して新たに作成しております。 



 

 

 

・つきましては、各通所サービス事業所におかれては、年末年始の大変お忙しい中でのご依頼とな

り恐縮でございますが、当該「通所サービス用のチェックリスト」を用いて、貴事業所の感染防

止対策の担当者である「ぎふコロナガード」が中心となり、感染防止対策の徹底等について改め

てチェックをいただきますよう、お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【配布資料】 

 〇高齢者・障がい者「通所系サービス」における新型コロナウイルス感染対策強化チェックリスト 

 

２ 施設利用者等の通所サービス利用時における体調チェックの再徹底について 

 【依頼事項】 

 ・通所サービスでは、施設の利用者等が職員の方と同様に日常生活と施設とを往来されていること

から、感染を施設内に持ち込むリスクが高い状況にあります。 

 ・これまでにも、「感染・まん延防止チェックリスト」により、全ての利用者や面会者、委託業者等

の方々に、体温計測に加え体調管理チェックシートを用いた確認体制の実施をお願いしていると

ころです。 

 ・今回、「体調管理チェックシート」についても新たに様式例を配布させていただきますので、当該

チェックシートをご活用いただき、通所サービス利用時における体調チェックの再徹底をいただ

きますようお願いいたします。 

・なお、利用者の方におかれてはマスク着用が困難な方も多いことから、利用時の体温計測・体調

チェックに加えて、可能な場合は酸素飽和度の測定なども含め、当該「体調管理チェックシート」

に沿って確認をいただき、普段と異なる兆候等を見逃さないよう体調スクリーニングの徹底をお

願いいたします。 

 

【配布資料】 

 〇体調管理チェックシート（利用者、職員、保護者、立入業者用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象となる通所サービス】 

〇通所系 ：通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所 

介護、生活介護、療養介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援（A型・B型） 

、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス 

                    ※介護保険サービスは介護予防サービスを含む 
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